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はじめに 

 

 わたくしたちは、情報化、グローバル化が急速に進展し、人工知能（AI）などの技

術革新が急速に進み、頻発する自然災害、貧困、環境問題など地球規模の課題を抱え、

また、少子高齢化が急速に進む社会に直面し、その上、新型コロナウイルス感染拡大

など先行き不透明な、予測することが困難な社会の中で生活しています。 

 変化の激しい、予測のむずかしい社会の中で、わたくし達はそれぞれ自立し、未来

を切り開き、持続可能な社会を構築していかなければなりません。自立し、他と協働

して、生き抜く力を育むのが教育の使命です。 

 国の第３期教育振興基本計画に、「誰もが人間ならではの感性や創造性を発揮し自

らの『可能性』を最大化していくこと、そして誰もが身につけた力を生かしてそれぞ

れの夢に向かって志を立てて頑張ることができる『チャンス』を最大化していくこと、

これらを共に実現するための改革の推進が今求められています。」とあります。この

ようなことも踏まえ、美里町の実情に合わせて、「第２期美里町教育振興基本計画」を

策定しました。 
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第1章 基本計画 

 

１ 策定の背景 

  美里町教育委員会（以下、「教育委員会」という。）では、平成 30年３月に美里町

教育振興基本計画（以下「第１期計画」という。）を策定しました。平成 30年 10月

の総合教育会議で協議調整し、第１期計画は、本町の教育、文化、スポーツの振興

に関する施策を定めているので、第１期計画をもって、「美里町教育大綱」とするこ

ととして、同年 11 月に、第 1 期計画をもって、「美里町教育大綱」としています。 

  第１期計画は、美里町総合計画・美里町総合戦略（以下、「第１次総合計画」とい

う。）を踏まえて、本町の教育の振興のための施策に関する基本的な計画として策

定しました。なお、第１期計画は、終期を第１次総合計画と合わせているため、令

和２年度（2020年度）で計画期間が終了します。 

 国においては、平成 30 年６月 15 日に閣議決定された第３期教育振興基本計画

（以下「国基本計画」という。）に基づき、教育施策が進められており、宮城県にお

いては、平成 29年３月に策定された第２期宮城県教育振興基本計画（以下、「県基

本計画」という。）に基づき、教育施策が進められています。 

教育委員会では、国基本計画を参酌するとともに、県基本計画及び第１期計画を

踏まえ、第２次美里町総合計画・美里町総合戦略（以下、「第２次総合計画」という。）

に基づき、本町の実情に合わせ、第２期美里町教育振興基本計画（以下「本計画」

という。）を策定しました。 

新型コロナウイルスの影響につきましては、本計画全体に及ぶ可能性があります

が、新型コロナウイルスの収束の予測がつかない現在の状況では、政策・施策・事

務事業において、その影響を可能な限り考慮して実施していきます。 

 

２ 策定の趣旨 

本計画は、教育基本法第 17条第２項の規定に基づき、本町の「教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画」として策定するものです。しかし、本計画は、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定に基づいて美里町長が策

定する、本町の「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下、

「大綱」という。）」と通底しているので、本計画と大綱は一体のものとします。 

 

３ 計画の期間 

  本計画の計画期間を令和３年度（2021 年度）から令和７年度（2025 年度）まで

の５年間とします。また、国基本計画の改正・見直しが行われた場合には、その計

画を参酌して本計画の見直しを行うこととします。 
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